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Ｑ-２８　平成22年度の税制改正の重要項目について教えてください。

①　所得税　　　　A　子ども手当創設に伴い、０歳から15歳までの子どもに対する扶養控除制度が廃止されました。
　　（住民税）
　　　　　　　  　　　Ｂ　16歳から18歳までの高校世代の特定扶養控除の25万円加算が高校無償化のため廃止されました。

　　　　　　　　　　  C　障害者関係の所得控除が、障害者控除制度に集約されました。

                        D  生命保険料控除制度に、介護医療保険料控除制度が新設されました。

　　　　　　　　　　　E  年間購入金額100万円までの上場株式等に係る配当と株式譲渡益が非課税となる規定が創設されます。

②　法人税　　　　A  100％親子会社間で行なう資産の売却にかかる売却損益は認められないこととなりました。

　　　　　　　　　　  B  資本金の額が5億円以上の大会社が設立する資本金1億円以下の企業は中小企業とはいえないため、
　　　　　　　　　　　　 中小企業に認められる各種特典は利用できなくなります。

　　　　　　　　　　　C  清算所得課税制度を廃止し、かわりに期限切れ欠損金の損金算入制度が創設されます。

                        D   特殊支配同族会社の業務主宰役員給与損金不算入制度を一旦廃止し、H23年度で抜本見直しします。

③　相続税　　　　A  小規模宅地の評価減制度が縮減されます。（200㎡＆50%評価減制度が縮減されます）

　　　　　　　　　　  B  特に、従来多く用いられてきた相続対策スキームが縮減されます。
　　　　　　　　　　　　　（一部特定居住用宅地等該当スキーム）

④　消費税　　　　　従来から問題となっていた「アパート建築」に係る建物の消費税の還付事案に対する規制税制が
　　　　　　　　　　　　導入されます。
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１　扶養控除の改正 【所得税】

年齢 内容 平成22年まで 平成23年以降

0歳～ 健常者 380,000 0

15歳 同居特別障害者 730,000 0

16歳～ 健常者 630,000 380,000

18歳 同居特別障害者 980,000 380,000

19歳～ 健常者 630,000 630,000

22歳 同居特別障害者 980,000 630,000

23歳以上 健常者 380,000 380,000

69歳 同居特別障害者 730,000 380,000

70歳～ 健常者 480,000 480,000

健常者＋同居老親 580,000 580,000

同居特別障害者 830,000 480,000

同居特別障害者＋同居老親 930,000 580,000

【改正前】 【改正後】

＊特定扶養加算25万円 ＊15歳未満扶養控除廃止

＊特別障害者加算35万円 ＊特定扶養加算廃止（高校生）

＊老年加算10万円 ＊特別障害者加算廃止

＊同居老親加算10万円 　→　特別障害者控除へ35万円

　　　加算する制度へ改正

２　障害者控除の改正

平成22年まで 平成23年以降

270,000 270,000

400,000 750,000

３　生命保険料控除の改正

平成23年まで 平成24年以降

50,000 40,000

50,000 40,000

★新設★ 0 40,000

100,000 120,000
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年少扶養
控除廃止

高校生控
除廃止

大学生控
除維持

合計

内容

一般生命保険料控除限度額

個人年金保険料控除限度額

介護医療保険料控除限度額

一般扶養親族

今回の改正の特徴

障害者控除

特別障害者控除

内容

所得税の改正
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１　扶養控除の改正 【住民税】

年齢 内容 平成23年まで 平成24年以降

0歳～ 健常者 330,000 0

15歳 同居特別障害者 560,000 0

16歳～ 健常者 450,000 330,000

18歳 同居特別障害者 680,000 330,000

19歳～ 健常者 450,000 450,000

22歳 同居特別障害者 680,000 450,000

23歳以上 健常者 330,000 330,000

69歳 同居特別障害者 560,000 330,000

70歳～ 健常者 380,000 380,000

健常者＋同居老親 450,000 450,000

同居特別障害者 610,000 380,000

同居特別障害者＋同居老親 680,000 450,000

【改正前】 【改正後】

＊特定扶養加算12万円 ＊15歳未満扶養控除廃止

＊特別障害者加算23万円 ＊特定扶養加算廃止（高校生）

＊老年加算5万円 ＊特別障害者加算廃止

＊同居老親加算7万円 　→　特別障害者控除へ23万円

　　　加算する制度へ改正

２　障害者控除の改正

平成23年まで 平成24年以降

260,000 260,000

300,000 530,000

３　生命保険料控除の改正

平成24年まで 平成25年以降

35,000 28,000

35,000 28,000

★新設★ 0 28,000

70,000 70,000
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年少扶養
控除廃止

高校生控
除廃止

大学生控
除維持

合計利用限度額

内容

一般生命保険料控除限度額

個人年金保険料控除限度額

介護医療保険料控除限度額

一般扶養親族

今回の改正の特徴

障害者控除

特別障害者控除

内容

住民税の改正
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【金融商品税制】

１　上場株式の配当、譲渡益非課税口座制度の創設

①　基本的な取扱い

②　非課税口座とは？

居住者等（その年1月1日において満20歳以上の者）が、金融商品取引業者等の営業所に対して、その者の氏名、住所等を記載

した「非課税口座開設届出書」に「非課税口座開設確認書」を添付して開設する口座のことをいいます。

この口座は、1人1年1口座に限られます。

③　非課税口座に入れられる株式等とは？

口座開設日からの合計購入金額が毎年100万円までのものです。つまり、１００万円×３年＝３００万円までが対象です。

又、自分が従来から保有する株式等をこの口座に入れることはできません。

④　非課税口座開設確認書の申請方法は？

長に対して提出します。
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その者の氏名、住所等を記載した交付申請書に、その者の平成23年1月1日における住所地の住民票の写しを添付して、その者が

口座開設日から、その年12月31日までの間に、その口座を開設した金融商品取引業者等を通じて新規に取得した上場株式等で、

最初に非課税口座を開設しようとする年の前年10月1日からその開設年の9月30日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の

平成24年1月1日以降３年間の内に、証券会社に開設した「非課税口座（新設）」において購入した上場株式等（毎年100万円まで）

に係る配当及び株式譲渡益が購入年から１０年間、所得税及び住民税を非課税とする制度です。

所得税の改正
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２　上場株式譲渡関係

平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、平成22年12月31日をもって廃止。

３　居住用財産の買換え特例、交換の特例

１　グループ内取引規制税制の導入

①　基本的な制度

100%グループ内法人間での「一定の資産」の譲渡にかかる譲渡損益は、
その資産をグループ外に移転させるまで認識しない。

②　100%グループ内法人とは？

　　100%株式所有

③　100%グループ間での寄附金の損金算入限度額の廃止及び益金不算入の導入

④　一定の資産

不動産、投資有価証券等で、棚卸資産、帳簿価額1､000万円未満の資産は除外
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譲渡資産の譲渡価格制限の導入 譲渡価額2億円以下に限定

従来一部認められていたグル－プ会社間での寄附金の損金算入枠が100%グループ間では廃止するとともに、受領法人で益金不算入とする。

平成22年1月1日以後の自宅譲渡について適用

法人税の改正

Ａ社

Ｂ社

【例】A社からB社へ簿価1億円、時価6千万円の土地
を売却しても、売却損は認識できない。
→　損出し、益出しスキーム利用不可

2010 MINATO TAX&CONSULTING FIRM

所得税の改正



２　大法人が設立する中小会社に対する規制の導入

①　規制される会社

　　　資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人

②　適用できなくなる特例

　　　A　所得800万円以下部分の軽減税率（通常税率３０％→現行１８％）
　　　Ｂ　貸倒引当金の法定繰入率
　　　Ｃ　交際費の損金不算入制度の定額控除額（現行1事業年度６００万円）
　　　Ｄ　欠損金の繰戻し還付制度

３　清算所得課税制度の廃止
(単位：千円） 【従来の対策】

資産 0 借入金 100,000 代表者借入金 相続対策のために、会社を解散し、清算事業年度に入れてから債務免除。
→　清算所得課税無し。

資本金 10,000 【改正】
欠損金 -110,000 （期限切れ）

合計 0 合計 0

４　情報基盤強化税制の廃止

平成22年3月31日をもって廃止します。

５　特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止

廃止要望の高かった上記制度を廃止しますが、給与所得控除部分の２重控除部分を抜本的に解消することを目指し、
平成２３年度で新税制を導入する予定です。
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左図、欠損金（期限切れ欠損金）を損金に算入する制度を創設。

通常所得となるため、債務免除を行うと課税されてしまう。
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１　小規模宅地の評価減特例の縮減

限度面積 圧縮割合 限度面積 圧縮割合

400㎡ 400㎡

400㎡ 400㎡

240㎡ 240㎡

200㎡ 200㎡ 50%

200㎡ 廃止 廃止

２　特定居住用宅地等の範囲の縮減

主として、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に限定する方向で改正

３　1棟の建物の評価減の特例計算の廃止

4F　自宅 特定居住用宅地等 4F　自宅 特定居住用宅地等
3F　貸家 3F　貸家
2F　貸家 2F　貸家
1F　貸家 1F　貸家

＊敷地全部について ＊敷地を上記部分
特定居住用宅地等に該当 に按分してから

評価減額を計算
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④　不動産賃貸用宅地等

被相続人土地 被相続人土地

H22.3.31以後の相続 H22.4.1以後の相続

H22.3.31以後の相続 H22.4.1以後の相続

⑤　上記以外の宅地等

80%

50%

80%
①　特定事業用宅地等

②　特定同族会社事業用宅地等

③　特定居住用宅地等

相続税の改正
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１　アパート建築不正還付防止制度の創設

従来アパート建築年で、課税事業者を選択し建築年で意図的に、自動販売機売上や駐車場売上のみを計上して消費税を還付。

その後、免税事業者の戻って、消費税の納税を回避するスキームが横行。

①　固定資産を購入した年を含めて3年間は、課税事業者を継続することとしました。
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②　これにより、たとえ初年度にアパート建物の消費税の還付を受けても、その後の調整計算を行うことにより、結果として

　　　国に消費税を戻すこととなり、不正還付を防止することが可能となります。

消費税の改正
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